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会長　伊　藤　　　博

決意を新たに次なる50年に向けて
　これからも地域と住まいを守り続けます！

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年は、米国トランプ政権発足による政治的混

迷や相次ぐ北朝鮮のミサイル実験等極めて国際情

勢が不安定なものでした。一方国内では、いざな

ぎ景気を抜き戦後 2番目の景気継続と株価の高騰

があったものの中小企業等には実感が乏しいもの

でありました。このような中、全宅連50周年、全

宅保証45周年の節目の年を迎え、過去を振り返る

とともに、「ハトマークグループビジョン2020」

を策定しこれからの本会の進むべき道標を示しま

した。

　さて、既存住宅流通市場の活性化が喫緊の課題

となっている中、宅建業法、住宅セーフティネッ

ト法、不動産特定事業法、民泊新法など新しい施

策が施行されつつあります。

　本会としては、昨年、空き家等の低額物件の流

通を促進する観点から、媒介報酬の見直しの要望

活動を行いました。その結果、報酬額告示が改正

され、本年より400万円以下の物件を対象に、現

地調査等の費用を売主側の報酬の上限に加算でき

ることとなりました。会員の皆様の空き家・空き

地対策の一助になることを切に願うものです。

　また、平成30年度の税制改正においては、買取

再販に係る特例措置の敷地への拡充措置及び土地

の固定資産税の負担調整措置が認められ、今後の

既存住宅流通活性化及び地域創生への足掛かりに

なるものと期待されます。

　本年 4月には改正宅建業法の「建物状況調査」

が施行されます。我々宅建業者は、既存住宅流通

活性化の要のプレイヤーとして、地域の課題解決

や経済活性化の役割を担い、活力あるまちづくり

を牽引する役割を果たさなければなりません。

　本会においては、次なる50年に向け、ハトマー

クグループ一丸となり「地域により添い、生活サ

ポートのパートナー」である会員の皆様の経営基

盤の強化・業務支援を展開するとともに、国民の

皆様の住生活環境向上と安全安心な不動産取引の

実現のため、種々の事業を実施してまいる所存で

す。

　「みんなを笑顔にするために」会員各位のます

ますのご繁栄とご健勝をお祈り申し上げ、新年の

ご挨拶とさせていただきます。
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